
 

 

議案第１６号  

 

秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する 

条例の一部を改正することについて 

 

 

秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例の一部

を別紙のとおり改正するものとする。 

 

令和７年１２月１９日提出 

 

秦野市伊勢原市環境衛生組合  

組合長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

附属機関の委員等について、秦野市に準じて報酬額を見直すため、改正する

ものであります。 



 

秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第  号  

 

秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する 

条例の一部を改正する条例 

 

秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例（昭和

３６年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２０３条の２第４項」を「第２０３条の２第５項」に改める。 

別表第１中「７，８００円」を「９，６００円」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

 

議案第１６号 秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２０３条第４項及び第２０３条の２第５項の規定により秦野市

伊勢原市環境衛生組合議会（以下「議会」という。）の 議員

の議員報酬及び費用弁償の額並びに次に掲げる者（以下「特別

職に属する者」という。）の報酬及び費用弁償の額並びにその

支給方法を定める。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２０３条第４項及び第２０３条の２第４項の規定により秦野市

伊勢原市環境衛生組合議会（以下「議会」という。）の 議員

の議員報酬及び費用弁償の額並びに次に掲げる者（以下「特別

職に属する者」という。）の報酬及び費用弁償の額並びにその

支給方法を定める。 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

職名 議員報酬又は報酬の額 

 

議会の議員 

 

議 長 年額 ２４９，６００円 

副 議 長 年額 ２４０，０００円 

議 員 年額 １９２，０００円 

監 査 委 員 議会の議員の中

からの委員 

日額   ９，６００円 

識見を有する者 日額  １３，０００円 

秦野市伊勢原市環境衛生組合情

報公開・個人情報保護審査会の

委員 

 

日額  １３，０００円 

秦野市伊勢原市環境衛生組合企

画提案型事業審査会の委員 

日額   ９，６００円 

 

職名 議員報酬又は報酬の額 

 

議会の議員 

 

議 長 年額 ２４９，６００円 

副 議 長 年額 ２４０，０００円 

議 員 年額 １９２，０００円 

監 査 委 員 議会の議員の中

からの委員 

日額   ７，８００円 

識見を有する者 日額  １３，０００円 

秦野市伊勢原市環境衛生組合情

報公開・個人情報保護審査会の

委員 

 

日額  １３，０００円 

秦野市伊勢原市環境衛生組合企

画提案型事業審査会の委員 

日額   ７，８００円 
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秦野市伊勢原市環境衛生組合公

務災害補償等認定委員会の委員 

日額   ９，６００円 

秦野市伊勢原市環境衛生組合公

務災害補償等審査会の委員 

日額  １３，０００円 

秦野市伊勢原市環境衛生組合行

政不服審査会の委員 

日額  １３，０００円 

 

秦野市伊勢原市環境衛生組合公

務災害補償等認定委員会の委員 

日額   ７，８００円 

秦野市伊勢原市環境衛生組合公

務災害補償等審査会の委員 

日額  １３，０００円 

秦野市伊勢原市環境衛生組合行

政不服審査会の委員 

日額  １３，０００円 

 

秦野市伊勢原市環境衛生組合指

定管理者選定評価委員会の委員 

日額   ９，６００円 

臨時に設置された委員会の委員 予算の範囲内において組

合長の定める額 
 

秦野市伊勢原市環境衛生組合指

定管理者選定評価委員会の委員 

日額   ７，８００円 

臨時に設置された委員会の委員 予算の範囲内において組

合長の定める額 
 

備考１ 報酬額を日額で規定する非常勤の職員（附属機関の  

委員に限る。）のうち、会議において議事を掌理する者の

報酬額は、日額に１，０００円を加算する。ただし、報酬

額が日額２３，０００円の者については、加算することが

できない。 

備考１ 報酬額を日額で規定する非常勤の職員（附属機関の  

委員に限る。）のうち、会議において議事を掌理する者の

報酬額は、日額に１，０００円を加算する。ただし、報酬

額が日額２３，０００円の者については、加算することが

できない。 

２ この表秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報

保護審査会の委員の項の規定にかかわらず、秦野市伊勢原

市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会が情報公開

請求に対する非公開決定、個人情報開示請求に対する非開

示決定その他の処分に係る審査請求以外の案件を審議する 

場合における同審査会の委員の報酬額は、日額９，６００

２ この表秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報

保護審査会の委員の項の規定にかかわらず、秦野市伊勢原

市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会が情報公開

請求に対する非公開決定、個人情報開示請求に対する非開

示決定その他の処分に係る審査請求以外の案件を審議する

場合における同審査会の委員の報酬額は、日額７，８００
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円とする。 円とする。 

  

  

附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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